
　平成２６年４月１日より消費税率が５％から８％へ引き上げられたことに伴い地方消費税交付金の

増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　平成２８年度の地方消費税（社会保障財源化分）の収入額及び充当状況は下記のとおりです。

[歳入][歳入][歳入][歳入] 地方消費税交付金増収分　　地方消費税交付金増収分　　地方消費税交付金増収分　　地方消費税交付金増収分　　 　　２３８，１７３千円　　２３８，１７３千円　　２３８，１７３千円　　２３８，１７３千円

[歳出][歳出][歳出][歳出] 地方消費税交付金（社会保障財源化分）地方消費税交付金（社会保障財源化分）地方消費税交付金（社会保障財源化分）地方消費税交付金（社会保障財源化分） ３，８３５，８６７千円３，８３５，８６７千円３，８３５，８６７千円３，８３５，８６７千円

が充てられる社会保障施策に要する経費が充てられる社会保障施策に要する経費が充てられる社会保障施策に要する経費が充てられる社会保障施策に要する経費

（単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源

引き上げ分の

地方消費税

その他

3,572,559 1,503,923 28,000 414,519 1,626,117 142,706 2,202,813

障害者福祉 840,571 534,583 2,608 303,380 18,837 284,543

高齢者福祉 433,312 6,183 12,600 125,411 289,118 17,952 271,166

児童・母子福祉 1,734,088 577,188 15,400 247,550 893,950 55,506 838,444

生活保護費 511,850 385,969 125,881 7,816 118,065

労働福祉 52,738 38,950 13,788 856 12,932

1,919,464 256,908 0 1,662,556 97,984 1,512,474

国民健康保険 386,456 125,985 260,471 16,173 244,298

介護保険 754,428 4,938 749,490 46,537 702,953

後期高齢者医療 778,580 125,985 652,595 40,520 612,075

703,105 24,054 93,000 38,857 547,194 162,751 375,567

疾病予防 83,741 2,559 561 80,621 5,006 75,615

健康増進 240,977 4,149 23,399 213,429 13,252 200,177

医療 378,387 17,346 93,000 14,897 253,144 15,718 237,426

6,195,128 1,784,885 121,000 453,376 3,835,867 238,173 4,090,854

3.保健衛生関係

地方消費税率の引き上げ分に係る使途の明確化について地方消費税率の引き上げ分に係る使途の明確化について地方消費税率の引き上げ分に係る使途の明確化について地方消費税率の引き上げ分に係る使途の明確化について

合計

項目 事業費

財 源 内 訳

特 定 財 源

1.社会福祉関係

2.社会保険関係


